
 

 

 

 

国
勢
調
査
へ
の
ご
回
答
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か 

●
国
勢
調
査
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の

人
及
び
世
帯
が
対
象
で
す
。 

 

●
記
入
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、
封
筒
に
入
れ
て
封
を
し
た
上
で
調
査
員
に
渡
し
て

い
た
だ
く
か
、
郵
送
提
出
用
封
筒
に
て
、
最
寄
り
の
郵
便
ポ
ス
ト
に
ご
投
函
く
だ

さ
い
。（
調
査
員
へ
渡
す
場
合
は
、
市
区
町
村
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
調
査
員
が

回
収
に
伺
い
ま
す
。） 

 

●
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
は
、
我
が
国
が
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
と
な
っ
て

実
施
す
る
最
初
の
国
勢
調
査
で
、
日
本
の
未
来
を
考
え
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
最
新
の
人
口
・
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な
調
査
で
す
。 

 

●
調
査
結
果
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
令
で
使
わ
れ
る
ほ
か
、
社
会
福
祉
、
雇
用
対
策
、

生
活
環
境
の
整
備
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。 

●
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
統
計
調
査
の
目
的
以
外
に
、
利
用
し

た
り
、
提
供
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

封筒に入れる前に，調査票の記入に

誤りがないか，確認をお願いします。

※
万
一
、
調
査
票
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
市
区
町
村
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 総務省・千葉県・市区町村

ご
回
答
の
期
限
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。
調
査
票
へ
の
記
入
、
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。 

千
葉
県
総
合
企
画
部
統
計
課
統
計
調
査
室
人
口
・
国
勢
調
査
担
当
グ
ル
ー
プ 
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